
京都市消防局訓令甲第２号   

各         部   

                     消 防 学 校   

                     各 消 防 署   

京都市消防局政策推進主任等設置規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２４年３月３０日 

                 京都市消防局長 長谷川  純   

   京都市消防局政策推進主任等設置規程等の一部を改正する規程の一部を改正する規   

   程 

（京都市消防局政策推進主任等設置規程の一部改正） 

第１条 京都市消防局政策推進主任等設置規程の一部を次のように改正する。 

 第６条中「，担当局長」及び「，防災危機管理室長」を削る。 

（京都市消防局災害活動組織規程の一部改正） 

第２条 京都市消防局災害活動組織規程の一部を次のように改正する。 

 第１条中「（防災危機管理室を除く。）」を削る。 

 別表第２中 
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                                   に改める。 

 

 

（京都市消防装備規程の一部改正） 

第３条 京都市消防装備規程の一部を次のように改正する。 

 第６条第４項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第１号中「，防災行政無線

施設」を削る。 

「 

」

「 

」



第２２条中「，防災行政無線施設」を削る。 

 別表第１消防機械の項中                 を削り，同表防災行政無

線施設の項を削る。 

附 則 

 この訓令は，平成２４年４月１日から施行する。 

（消防局総務部企画課） 
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」


